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インフォメーションインフォメーション
■
第
63
回
通
常
総
会
の
ご
案
内

　

群
馬
県
中
央
会

　

本
会
で
は
、
左
記
の
と
お
り
「
第
63

回
通
常
総
会
」を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
予
定
く
だ
さ
い
。

日　

時　

令
和
元
年
５
月
31
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
３
時
30
分
〜

場　

所　

前
橋
商
工
会
議
所
会
館

　
　
　
　

２
階
「
ロ
ー
ズ
」

　
　
　
　

前
橋
市
日
吉
町
１

－

８

－

１

議　

事

① 

平
成
30
年
度
事
業
報
告
書
並
び
に
収

支
決
算
書
承
認
の
件

② 

令
和
元
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支

予
算
決
定
の
件

③ 

令
和
元
年
度
経
費
（
会
費
）
の
賦
課

並
び
に
徴
収
方
法
決
定
の
件

④
令
和
元
年
度
役
員
報
酬
決
定
の
件

⑤ 

令
和
元
年
度
借
入
金
残
高
の
最
高
限

度
決
定
の
件

⑥
定
款
一
部
変
更
の
件

⑦
役
員
選
挙
の
件

※
詳
細
は
、
本
会
総
務
課
ま
で
。

■
税
務
・
経
理
相
談
会
の
ご
案
内

　

群
馬
県
中
央
会

　

本
会
で
は
、
税
務
申
告
書
の
作
成
・

会
計
処
理
を
中
心
と
し
て
、「
税
務
・
経

理
相
談
会
」
を
左
記
の
と
お
り
開
催
い

た
し
ま
す
。
お
近
く
の
会
場
を
ご
利
用

金
融
相
談
所
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◆
商
工
中
金
前
橋
支
店

　

・
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◆
太
田
商
工
会
議
所

　

５
月
15
日

　

・
午
後
１
時
〜
午
後
２
時

編
集

後
記

◆
新
元
号
の
発
表
か
ら
１
ケ
月
、
つ
い
に

「
令
和
」
時
代
が
幕
を
開
け
ま
し
た
。
職

場
の
私
の
パ
ソ
コ
ン
も
「
令
和
」
を
認
識

し
た
み
た
い
で
、
一
発
で
変
換
し
て
く
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
何
や
ら
最
近
、
機
械
の
中
に
誰
か
が
住

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
錯
覚
を
覚

え
る
時
が
あ
り
ま
す
。
今
月
号
で
掲
載
し

た
「
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
21
倶
楽
部
」
の
視

察
研
修
会
で
は
、
自
動
運
転
の
車
に
乗
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
勝
手
に
ハ
ン
ド
ル
が

ク
ル
ク
ル
回
り
、
ま
る
で
車
が
自
分
の
意

思
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
動
く
様
に

は
心
底
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
Ａ

Ｉ
」
が
令
和
時
代
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
最
先
端
の
技
術
で
は
こ
ち
ら
も
負
け
て

は
い
ま
せ
ん
。
今
回
「
め
い
ど
in
群
馬
」

で
ご
紹
介
し
た
株
式
会
社
岡
田
製
作
所

は
、
生
ご
み
や
畜
糞
な
ど
の
有
機
廃
棄
物

を
堆
肥
化
す
る
技
術
で
は
、世
界
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル
企
業
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
取
材
当
日
、
同

社
の
鈴
木
社
長
が
歴
代
の
プ
ラ
ン
ト
装
置

が
展
示
し
て
あ
る
部
屋
を
案
内
し
て
く
れ

ま
し
た
。
鈴
木
社
長
の
環
境
問
題
と
真
摯

に
向
き
合
う
熱
い
想
い
と
、
常
に
顧
客
や

社
員
と
の
「
和
」
を
大
切
に
す
る
温
厚
な

人
柄
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

◆
話
は
戻
り
ま
す
が
、
職
場
の
私
の
パ
ソ

コ
ン
で
「
レ
イ
ワ
」
と
入
力
し
て
一
番
最
初

に
出
て
き
た
の
が
「
例
話
」
で
し
た
。
な

る
ほ
ど
、「
例
え
ば
な
し
」
か
…
。
次
に

出
て
き
た
の
が
「
零
話
」。
こ
れ
は
？
？
？

皆
さ
ん
、
何
と
読
む
の
か
お
わ
か
り
で
し
ょ

う
か
？
「
こ
ぼ
れ
ば
な
し
」
と
読
む
ん
だ

そ
う
で
す
。
新
し
い
時
代
に
な
っ
て
も
、

編
集
後
記
で
の
「
零
話
」、
お
付
き
合
い
い

た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。（
Ａ4

・
Ｉ4

）

く
だ
さ
い
。

　

相
談
時
間
は
各
会
場
と
も
午
後
１
時

〜
４
時
ま
で
で
す
。

日
程
・
場
所

・
５
月
17
日
（
金
）

　
　

渋
川
市　

エ
ッ
グ
ホ
ー
ル

・
５
月
20
日
（
月
）

　
　

前
橋
市　

群
馬
県
中
小
企
業
会
館

・
５
月
23
日
（
木
）

　
　

高
崎
市　

ビ
エ
ン
ト
高
崎

・
５
月
27
日
（
月
）

　
　

前
橋
市　

群
馬
県
中
小
企
業
会
館

※
詳
細
は
、
本
会
業
務
課
ま
で
。

■
﹁
労
働
保
険
の
年
度
更
新
﹂
の
お
知

　
　

ら
せ

群
馬
労
働
局

　

平
成
30
年
度
確
定
保
険
料
及
び
令
和

元
年
度
概
算
保
険
料
の
年
度
更
新
時
期

が
近
付
い
て
い
る
の
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
は
、

６
月
３
日
（
月
）
か
ら
７
月
10
日
（
水
）

ま
で
の
期
間
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
年

度
更
新
手
続
き
に
必
要
な
申
告
関
係
書

類
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
申
告
手
続
き

期
間
に
間
に
合
う
よ
う
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
手
続
き
が
遅
れ
る
と
政
府
が

労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
額
を
決

定
し
、
さ
ら
に
追
徴
金
を
課
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
は
、
群
馬
労
働
局
ま
た
は
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
・
公
共
職
業

安
定
所
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
工
業
統
計
調
査
実
施

群
馬
県

　

工
業
統
計
調
査
が
令
和
元
年
６
月
１

日
現
在
で
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

本
調
査
は
、
国
の
工
業
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
統
計
法

に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る
重
要
な
統

計
で
す
の
で
、
調
査
票
へ
の
ご
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。

※ 

詳
細
は
、
群
馬
県
統
計
課
経
済
産
業

係
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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